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あ
な
た
以
外
に

誰
が
い
る
の
？

理
解
し
て
お
い
て
ね
！

特
許
請
求
の
範
囲
、
、
、

明
細
書
の
記
載
要
件
、
、
、

進
歩
性
、
、
、
、

発
明
該
当
性
、
、
、
う
Ｉ
ん
○
　○
○
○

人
生
で
初
め
て
聞
く
用
語
の
オ
ン
パ
レ
ー
ド
だ
。



知的財産権制度説明会

‘ 知的財産権について学べます（参加費・テキスト無料）－

2０２０年知的財産権制度説明会（初心櫃向け）：オンライン配信

こ「.から知略､･ぞ召ｌ ｔ 羊ひｌ い万、企業再Iこおいてﾇ｣町部門Iこ乍Ｕく琵１ されｌ 万なこの認心老芒同家.Iこ、巧舛庁の召集l?弓槽耳門官が幻釣町召橿言｣ﾘ

ｉ の概要を中心Iこ、各哩支li策や忙域Iこお､7るサービス等をにがりやすく説明いｔしま了、

７お、今年ｉ のﾇ]的町唖嗜制重娩門会{; 刀心冑向け} は、弓I.年の会心甘曜て･まなく、新型コロナウイルス嘔染拡六防この観点からオンラインli信て夷

汚いたしま亨．

暉細は ’・ 三と二」のページをご覧くださ

無
料
で
受
講
で
き
る
よ
。

実
は
僕
も
今
度
、

講
師
を
頼
ま
れ
て
い
る
ん
だ
。

太
田
君
も
聞
き
に
こ
な
い
？

知
財
に
関
す
る

い
ろ
い
ろ
な
テ
ー
マ
を

そ
う
だ
よ
。

特
許
審
査
の
こ
と
を
含
め
て
、

IXI初心者向けから実務者向けまで

回豊富なコンテンツ（オンラインもあり）

【XI全て無料

【Ｘ終了した説明会のテキストも見られる

令和元年度特許法等改正説明会・知的財産権制度説明会（実務看向け）・意匠審査基準説明会；開催終了

今匈5 月[こ' 廼卜 法匈のー・ を改正ｉ る法４] か公司ミrごここと.･こ仁い．巧l弓法改正の慨貝一二つL '･て分？ つや亨く蛎191 るIQ明会を闘嘔いたしまｉ ，

また司的皿饗の累務Iこ携わっている匡ｓＩ の乃を;l恚に，・ 許・癩匠・111 の嗇壹酉橿り その轟月，盲判ｌ｣匯の逐月 毎.Iこつ1･･て．特丼庁職員薯ｒ･わか

ｃや 亨く哨!Ξｉ るla 斗会石珊７て間偏りｔし・ｌ ，

知的財産権制度説明会テキスト（随時更新予定）

lＳ・ダータ
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･,1･よ記のテ零スト４ｔ哨尽喋辱ての宰1月ｔｓtsこして，テキスト芒全ｓ ．一部とぞタウンロートのよこjj同Llｔだに否亨．

ごｌ.月の喜lg.必Ｔ「－のりｌｌ･ごコ．で」芒ごー茫Ｑよ．土農等を明･2してごII.月（ださい，



発明の保護と利用を通じてイノベーション促進

出願書類
技術書

明細書

( 十図面)

発明の詳細な説明

：　発明の利用　 ｜

権利書

特許請求の範囲

(クレーム)

１以上の請求項

(権利範囲を公示)

↓

１　発明の保護



明細書

発明の名称「コップ」

発明の詳細な説明

ｺｯｸｽ?kWj
例

特許請求の範囲(クレーム)

ｒ

ｋ

特許請求の範囲】

請求項1 】金属を用いたコップ。

請求項２】アルミニウムを用いた

コップ。

【請求項3 】前記金属として銅を用

いたことを特徴とする請求項1 に記
載 のコップ 。

請求項2,

請求項１

ｙ請求項に区分して発明を記載する。

ｙ請求項1 に係る発明には、あらゆる金属

を用いたコップが含まれる。

(ステンレスのように実施例に明示されて

いない金属も含まれる)

／ヽ請求項２に係る発明には、アルミニウム

を用いたコップのみが含まれる。

ｙ請求項３のような引用形式の記載も可能



明細書

発明の名称「コップ」

発明の詳細な説明

銅を用いた
コ?yｸ

ｽﾞUぶJｲ
列

特許請求の範囲(クレーム)

先行技術
ステンレスを
用いたコップ

【特許請求の範囲】

【請求項1 】金属を用いたコップ。

【請求項２】アルミニウムを用いた

コップ。

- ●IS

金属

アルミニウム ｕ

ステンレス

ステンレスは実施例
金属には包含されて

とは異なるが、

請求項１：新規性な
請求項２：新規性あ

／ヽ広いクレームは従来技術と差別化しにくいため

新規性、進歩性が否定されやすい

／ヽ当初は広めにクレームしておき、審査官に提示

された先行技術を回避するように補正すること

が多い　　　　　　　　　　　　　　　　　　 、





記載要件の考え方

明確性要件
／ヽクレームされた発明は明確でなくてはならない

／ヽ権利範囲が不明確で何が特許権侵害にあたるか

不明確では困る

クレームを広くしようとして権利範囲が不明確になると
明 確'|生要件違反

サポート要件

明

／ヽクレームされた発明は明細書（発明の詳細な説

明）に記載されていなければならない

／ヽ明細書において技術情報として利用可能に記載

されていない発明に保護を与えることは、特許

制度の趣旨に反する

クレームを広くした結果、本願の課題を解決できない構
成まで含まれるとサポート要件違反

の記
７ 明細書の発明の詳細な説明は当業者が実施

可能に記載されていなければならない

／ヽそうでなければ発明が技術情報として利用

できなくなる

実施可能

輯 要 手

一
要 件

クレームを広くした結果、クレームされた発明の中に、
発明の詳細な説明を見ても、当業者が実施できないよう
なものが含まれると実施可能要件違反



明
細
書
の
開
示
に
見
合
っ
た

ク
レ
ー
ム
を
書
く
べ
き
、

と
い
う
こ
と
だ
よ
。

広
い
ク
レ
ー
ム
を
書
く
な
ら

明
細
書
の
発
明
の
詳
細
な
説
明
の

実
施
例
を
充
実
さ
せ
よ
う
。

研究レポートに例えると

明

細

書

発明の名称

発
明

の
詳
細

な

説

明

技術分野

背景技術

先行技術文献

発

明

の

概

要

発明が解決しようとする課題

課題を解決するための手段

発明の効果

図面の簡単な説明

発明を実施するための形態、

実施例

産業上の利用可能性

符号の説明等

特許請求の範囲(クレーム)

要約書

k 一一･ r 必尊な）図面 一 ｊ

○発明の内容を簡明に表現

○発明の関連分野(産業上の利用分野)

○改良の基礎となる最新の従来技術

○特許文献､非特許文献

○従来技術の問題点。新たなニーズ

○どのような手段で解決するのか

○従来技術より有利な点

○図ごとの説明。符号の説明

○実際行った実験､ 試作の例｡それらの論

理的説明。理論からの推測で実施可能な発

明をどのようにして産業上利用できるのか

○産業上の利用方法

○特許を受けようとする技術的範囲

○発明全体のポイント(公開公報に掲載)

○明細書の表現の理解を助ける

研究の名称

研 究 の 分 野

従来技術ﾚﾌ2ﾚ､ 研究の背

研究テーマ、目標

研究手段､ 手法

実験結果､ 研究成果

実験例､ 実験データ等

装置図、フロー図等





特許法上の「発明」とは
自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの

自然法則を利用

'30 分以内に宅配

できなければ割引

するサービス

寿司の宅配方法

｜　　　 技術的思想　　　
｜

似

うヶ

デジタルカメラで撮影

された画像データ

創　作

Ｉ
Ｕ

エックス線の発見

ア

イ

デ
ア
　

．

だ
け

は

ダ
メ

情
報
の
単
な
る

提
示
は
ダ
メ

×自然法則に反するもの

×人為的取決めであって

自然法則を利用していないもの

×技能

個人の熟練によって到達しうるもの
であって、知識として第三者に伝達
できる客観性が欠如しているもの

×
線
を
発
見
し
た

だ
け
で
は
ダ
メ

高　度　　　　　 ※高度

※創作：新しいことを創り出すこと

×天然にある微生物を単に発見したもの
○天然物から人為的に単離した微生物

主として実用新案法における考案と区別するためのもの
であるので、「発明」に該当するか否かの判断において
は考慮する必要はない。



で
も
、
具
体
的
な
情
報
処
理
が

ク
レ
ー
ム
さ
れ
ず
に
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
使
用
目
的
だ
け
が

ク
レ
ー
ム
さ
れ
て
い
る
と
、

そ
の
ク
レ
ー
ム
は
発
明
該
当
性
が

否
定
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
ん
だ
。

ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
関
連
発
明
で
は
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に

ど
の
よ
う
な
情
報
処
理
を
行
わ
せ
る
か
、

が
技
術
的
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。

／ヽ特許出願には明細書、クレーム、要約書が必要

ｙ （図面は必須ではない）

／ヽクレームには保護を求める権利範囲を書く

／ヽクレームの記載要件は明確性要件とサポート要件

／ヽ明細書には発明の詳細な説明を書く

／ヽ明細書の記載要件は実施可能要件

／ヽ広いクレームは新規性・進歩性が否定されやすい

／ヽ広いクレームは記載要件にも要注意

／ヽ特許法で保護するのは「発明」

／ヽ自然法則を利用した技術的思想のうち高度なもの
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